
 

 社会福祉法人 柏原市社会福祉協議会 行動計画 

 

 

 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和 ５年 4 月 1 日～令和 ７年 3 月 31 日までの ２年間 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和５年 4 月～ ノー残業デーの実施継続 

             毎週水曜日に実施し、所定外労働の削減のための措置の実施す 

 る 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和５年 4 月～ 年次有給休暇の取得状況について実態を把握 

 ●令和５年 4 月～ 有給休暇取得年間 5 日の取得促進のための取組の継続 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和５年 4 月～ 職員へ就業規則等を用いて制度を周知 

 

 

 

 

目標１：所定外労働を削減するため、ノー残業デーを設定、実施する。 

 

目標２：年次有給休暇の取得促進。 

 

目標３：育児休業等の制度の周知を図る。 

 


